一般社団法人長野県建築士事務所協会

建築士事務所の登録申請先が
一般社団法人長野県建築士事務所協会に変わりました！
一般社団法人長野県建築士事務所協会は、建築士法に基づく長野県知事指定事務所登録機関として長野県から指定を受け、下記の業務を行うことになりました。建築士事務所の登録申請書等は、当協会にて手続きを行うことになりますのでお知らせいたします。



お　知　ら　せ





【主な業務内容】


建築士事務所登録事務（新規、更新、変更、廃業）


建築士事務所登録簿等の閲覧事務


建築士事務所登録証明書発行事務


設計等の業務に関する報告書の閲覧事務


業務開始日　平成２１年４月１日（水）


受付時間　９時～１７時


（土曜日・日曜日・祝日・年末年始及びその他別に定める休日を除く）








一般社団法人長野県建築士事務所協会


〒380-0936　長野県長野市岡田町１２４－１ 長水建設会館２階


TEL：026-225-9277　　　FAX：026-225-9278


URL：http://www.nsjk.com


（申請書類等は当協会ホームページに掲載しております。）





平成21年4月1日から








【手数料について】


(１)建築士事務所の登録申請(新規・更新)


一級建築士事務所　　　   17,000円


二級・木造建築士事務所   12,000円





(２)事務所登録証明書の発行申込


一通　400円





手数料は郵便局の『払込取扱票』により現金振込でお願い致します。


≪払込先≫


口座記号番号：００５９０－６－８３８９５


加入者名(受取人)：社団法人長野県建築士事務所協会


※　申請書の提出は郵送(簡易書留)による受付も取り扱


います。但し、返信用封筒(切手貼付)も同封の上、


提出して下さい。


※　郵送用封筒及び郵便局での『払込取扱票』は印刷作成の上、支部事務局に備え置きます。








